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「あたたかい  こころがそだてる  このみらい」
平成23年度「児童福祉週間」の標語入選作品

【子育て支援センターの一覧】

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
に
遊
び
に
き
ま
せ
ん
か

遊具で遊ぶ子どもたち（いずも子育て支援センター）

り
た
い
」「
身
長
・
体
重
を
測
っ
て

欲
し
い
」「
子
育
て
に
つ
い
て
の
不

安
を
解
消
し
た
い
」
な
ど
の
子
育
て

に
奮
闘
中
の
お
父
さ
ん
・
お
母
さ
ん
。

そ
し
て
孫
育
て
に
一
生
懸
命
の
お
じ

い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
。
み
な

さ
ん
の
相
談
・
要
望
に
専
門
の
ス

タ
ッ
フ
が
可
能
な
限
り
お
応
え
し
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
施
設
が
市
内
に
は
９

か
所
あ
り
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　
「
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
」
は
子

育
て
に
関
す
る
相
談
を
し
た
り
、
育

児
情
報
を
得
た
り
で
き
る
憩
い
の
場

所
で
す
。

　

ま
た
、
子
ど
も
と
親
な
ど
が
、
好

き
な
時
間
に
自
由
に
来
て
、
親
子
で

遊
ん
だ
り
、
子
ど
も
や
親
同
士
の
仲

間
づ
く
り
が
で
き
る
遊
び
場
で
す
。

　
「
近
所
に
子
ど
も
の
遊
び
相
手
が

い
な
い
」「
同
年
代
の
子
ど
も
を
持

つ
知
り
合
い
が
欲
し
い
」「
母
乳
の

出
が
悪
い
」「
離
乳
食
に
つ
い
て
知

施設名 住所 電話 開設日・開設時間

いずも子育て支援センター 塩冶町641－9 21 － 5772 月～土曜日　9：30～16：00

ひらた子育て支援センター 平田町2112－1 63 － 3990 月～木曜日、土・日曜日　
9：30～16：30

さだ子育て支援センター 佐田町須佐1146
（須佐保育所内） 84 － 0125 月～金曜日　9：30～15：00

たき子育て支援センター 多伎町小田50－5
（たき保育園内） 86 － 2711 火・金曜日　9：30～11：30

こりょう子育て支援センター 湖陵町二部1751－4
（ハマナス保育園内） 43 － 2621 月～金曜日　9：00～16：30

たいしゃ子育て支援センター 大社町杵築南1397－2
（大社健康福祉センター内） 53 － 2666 月～金曜日　9：30～16：00

中央保育所「れもん組」 今市町828－2 21 － 0597 月～金曜日　9：30～15：00

駅ナカ赤ちゃんルーム 駅北町10－3
(アトネスいずも内) 21 － 1496 月・水～土曜日　10：00～16：30

さんぴーの広場 中野美保南2－15
（さんぴーの出雲内） 24 － 9872 月～金曜日　9：30～16：00
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　ひとり親家庭の保護者の方は、子育てと生計の担い手という二重の役割をひとりで担うことになるため、その両立に困難な問題を
抱えたり、不安や負担を感じる人は少なくありません。
　ひとり親家庭の方が利用できる各種制度を紹介しますのでご相談ください。（制度によっては所得要件があります）

◆本庁　子育て支援課　21-6604
　　　　福祉推進課　21-6694
　　　　教育委員会教育政策課　21-6190

◆平田支所　健康福祉課　63-3129
　　　　　　市民生活課　63-5500
◆佐田支所　市民福祉課　84-0118

◆多伎支所　市民福祉課　86-3116
◆湖陵支所　市民福祉課　43-1215
◆大社支所　市民福祉課　53-3116

問い合せ先
電話番号

制  度 内  容 問い合わせ

相談（母子自立支援員）
くらしや仕事、ひとり親家庭が利用できる制度のご案内、養育費の取得、
子どものことなど日常生活の悩みについて、相談に応じます。

本　　庁…子育て支援課
平田支所…健康福祉課
佐田・多伎・
湖陵・大社支所…市民福祉課

児童扶養手当

父母の離婚などにより、父または母と生計をともにできない児童が養育さ
れている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の母または父や父
母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
※所得により手当額が決まります。
平成22年8月1日から父子家庭の父も支給対象になりました。

日常生活支援事業
ひとり親家庭において一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合、家
庭生活支援員を派遣します。

ひとり親家庭等児童
入学就職支度金

母子家庭・父子家庭の児童が小・中学校入学もしくは中学校卒業後に進学・
就職する際、支度金を支給します。ただし、申請年度において請求者の住
民税所得割が非課税の場合に支給します。（基準日・申請受付期間あり）

母子寡婦福祉資金貸付
子どもの高校・大学等への修学資金、母の資格取得のための費用など、経
済的自立のための各種資金の貸付を行っています。

母子家庭自立支援給付金
母子家庭の母の就業を促進するため、資格取得のための授業料の一部や、
修業中の生活費の負担軽減のため給付金を支給します。

福祉医療制度

・ひとり親家庭、両親のない児童のうち、所得税非課税の場合、子と母（父）
　の医療費（自己負担分）を助成します。

・自己負担は医療費の１割です。
※世帯の市民税課税状況により、自己負担の上限額が決められています。

本　　庁…福祉推進課
平田支所…市民生活課
佐田・多伎・
湖陵・大社支所…市民福祉課

就学援助制度
小・中学校に通う子どもの保護者で経済的な援助を必要とする世帯を対象
に、学校にかかる費用（給食費など）を援助する制度です。
※家族の人数に応じた所得制限があります。

本庁…教育委員会教育政策課
各小中学校

　

あ
か
ち
ゃ
ん
の
す
こ
や
か
な
成
長

を
見
守
る
た
め
に
、
私
た
ち
健
康
増

進
課
の
保
健
師
は
家
庭
訪
問
や
健
康

相
談
、
乳
幼
児
の
健
康
診
査
を
担
当

し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
４
か
月
時
、
１
歳
６
か

月
時
、
３
歳
時
と
い
う
発
達
の
節
目

に
行
っ
て
い
る
集
団
健
診
に
つ
い
て

紹
介
し
ま
す
。

　

こ
の
集
団
健
診
で
は
、
あ
か
ち
ゃ

ん
の
体
の
す
こ
や
か
な
成
長
発
達
の

確
認
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
あ
か

ち
ゃ
ん
の
豊
か
な
心
を
育
む
た
め

に
、
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
コ
ー
ナ
ー

を
設
け
、
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

子
育
て
に
は
、
お
母
さ
ん
（
育
児

者
）
の
こ
こ
ろ
と
体
の
安
定
し
た
状

態
が
大
切
で
す
。
し
か
し
、
現
実
に

は
「
一
人
で
子
育
て
を
し
て
い
る
よ

う
な
圧
迫
感
」
や
「
子
育
て
が
イ
ヤ

に
な
っ
た
り
す
る
時
も
あ
る
」
と
感

～
保
健
師
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
～

じ
る
お
母
さ
ん
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。

　

集
団
健
診
の
会
場
で
は
、
そ
の
よ

う
な
子
育
て
に
関
す
る
ス
ト
レ
ス
に

つ
い
て
お
母
さ
ん
と
ゆ
っ
く
り
話
が

で
き
る
機
会
を
設
け
た
り
、
次
の
相

談
に
つ
な
げ
た
り
す
る
な
ど
、
継
続

的
に
お
母
さ
ん
と
関
わ
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。
集
団

健
診
に
は
保
健
師
だ
け
で
な
く
、
医

師
や
栄
養
士
、
歯
科
衛
生
士
、
臨
床

心
理
士
、
保
育
士
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
立
場
の
専
門
職
が
関
わ
っ
て
い
ま

す
。
一
人
で
悩
ま
な
い
で
気
軽
に
声

を
か
け
て
く
だ
さ
い
。

　

子
育
て
は
家
庭
だ
け
で
行
う
の
で

な
く
、
地
域
全
体
で
支
え
て
い
く
よ

う
な
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
い
き

た
い
も
の
で
す
。

ひとり親家庭の方が利用できる制度のご案内

３歳児健診の様子。子どもたちの
すこやかな成長を見守ります。




